
 

青森都市計画高度利用地区の変更（青森市決定） 

 

都市計画高度利用地区を次のように変更する。 

種 類 面 積 

建築物の 

延べ面積の 

敷地面積に対する 

割合の最高限度 

建築物の 

延べ面積の 

敷地面積に対する 

割合の最低限度 

建築物の 

建築面積の 

敷地面積に対する 

割合の最高限度 

建築物の 

建築面積の 

最低限度 

備 考 

高度利用地区 

（青森駅前第一地区） 
約 0.3ha 70/10 

30/10 

7/10 

200㎡ 

建築物の1階

部分の壁面

の位置は、 

都市計画道路 

（3•4•9）の 

境界から2m 

とする 

高度利用地区 

（青森駅前第二地区） 
約 1.4ha 60/10 8/10 

高度利用地区 

（中新町山手地区） 
約 0.5ha 60/10 20/10 8/10 200㎡  

高度利用地区 

（旧青森国際ホテル 

跡地地区） 

約 0.8ha 60/10 20/10 8/10 200㎡  

高度利用地区 

（本町一丁目２番地区） 
約 0.5ha 60/10 20/10 8/10 200㎡  

合 計 約 3.5ha      

注）ただし、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度は、建築基準法第 53 条第 3 項第 1 号 

又は第 2 号のいずれかに該当する建築物にあっては、1/10、同項第 1 号及び第 2 号に該当する建築物又は 

第 5 項第 1 号に該当する建築物にあっては、2/10 を加えた数値とする。 

「位置、区域及び壁面の位置の制限は、計画図表示のとおり」 

 

 

（理由） 

当該地区は、本市の主要な幹線道路である都市計画道路３・２・１号国道線（一般国道４号）と都市計画道

路３・３・７号中央大通り荒川線（主要地方道青森停車場線）の交差点の北東（本町一丁目２番地内）に接し

ており、青森市都市計画マスタープラン及び青森市立地適正化計画において、公共交通の利便性が高く、か

つ、医療・商業をはじめとする都市機能が集積した区域であり、今後、地区の特性に応じた都市機能の立地の

誘導を図る区域である都市機能誘導区域「青森駅周辺地区」内に位置している。 

当該地区において、中小小売店舗や飲食店舗、事務所等を共同化・集約化し、商業施設と共同住宅による複

合施設と駐車場を一体に整備することにより、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るた

め、都市計画本町一丁目２番地区第一種市街地再開発事業の決定に併せ、当該地区を高度利用地区に追加する

ため変更するものである。 



 

青森都市計画高度利用地区の変更（青森市決定） 

 

都市計画高度利用地区を次のように変更する。 

種 類 面 積 

建築物の延べ 

面積の敷地面 

積に対する割 

合の最高限度 

建築物の延べ 

面積の敷地面 

積に対する割 

合の最低限度 

建築物の建築 

面積の敷地面 

積に対する割 

合の最高限度 

建築物の建築 

面積の最低限 

度 

備 考 

高 

度 

利 

用 

地 

区 

〃 

青森駅前 

第一地区 

〃 

約 0.3ha 

〃 

70/10 

〃 

30/10 

〃 

7/10 

〃 

200 ㎡ 

〃 

建築物の 

 1 階部分

の壁面の

位置は、

都市計画

道路（3• 

4•9）の 

境界から 

2m と 

する 

〃 

青森駅前 

第二地区 

〃 

約 1.4ha 

〃 

60/10 

〃 

8/10 

〃 

中新町 

山手地区 

〃 

約 0.5ha 

〃 

60/10 

〃 

20/10 

〃 

8/10 

〃 

200㎡ 
 

〃 

旧青森 

国際ホテル 

跡地地区 

〃 

約 0.8ha 

〃 

60/10 

〃 

20/10 

〃 

8/10 

〃 

200㎡ 
 

－ 

本町一丁目 

２番地区 

－ 

約 0.5ha 

－ 

60/10 

－ 

20/10 

－ 

8/10 

－ 

200㎡ 
 

注）ただし、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度は、建築基準法第 53 条第 3 項第 1 号 

又は第 2 号のいずれかに該当する建築物にあっては、1/10、同項第 1 号及び第 2 号に該当する建築物又は 

第 5 項第 1 号に該当する建築物にあっては、2/10 を加えた数値とする。 

「位置、区域及び壁面の位置の制限は、計画図表示のとおり」 

 

 

（理由） 

当該地区は、本市の主要な幹線道路である都市計画道路３・２・１号国道線（一般国道４号）と都市計画道

路３・３・７号中央大通り荒川線（主要地方道青森停車場線）の交差点の北東（本町一丁目２番地内）に接し

ており、青森市都市計画マスタープラン及び青森市立地適正化計画において、公共交通の利便性が高く、かつ、

医療・商業をはじめとする都市機能が集積した区域であり、今後、地区の特性に応じた都市機能の立地の誘導

を図る区域である都市機能誘導区域「青森駅周辺地区」内に位置している。 

当該地区において、中小小売店舗や飲食店舗、事務所等を共同化・集約化し、商業施設と共同住宅による複

合施設と駐車場を一体に整備することにより、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、

都市計画本町一丁目２番地区第一種市街地再開発事業の決定に併せ、当該地区を高度利用地区に追加するため

変更するものである。 

 






